ジュニア 委 員 会 規 程

（目 的）
第1条 この規程は、加盟団体に所属するジュニアの健全な育成と技術の向上に関し、
必要な事項を定めることを目的とする。
（事 業）
第２条　ジュニア委員会（以下「本会」という。）は、目的達成のため次の事業を行う。
（１）選手の育成
（２）本会が主催するジュニアを対象とした練習会・大会の運営。
（役 員）
第３条　本会に次の役員を置く。 
（１）委員長　　　 １名 
（２）副委員長 　　２名以内
（３）委員 　　　　若干名
（役員の選出）
第４条　役員の選出は、次のとおりとする。 
（１）委員長は、理事会の承認を得て、会長推薦理事を充てる。
（２）副委員長及び委員は、理事または委員長が推薦する者で構成する。　
（役員の任期）
第５条　役員の任期は２年とする。但し、再任は妨げない。 
（審 議）
第６条　本会は委員長が招集し審議する。附議する事項は、事業内容、予算・決算、大会運営、その他必要と認められる事項とする。 
（報 告）
第７条　本会の事業結果及び審議結果等は、委員長が理事会及び代議員会において報告するものとする。 
（経費の支弁）
第８条　本会の経費は、本協会より支給される年間予算、会費、寄付金及びその他の
　収入をもって支弁する。
（事故の責任）
第９条　会員は、本会の活動に際しては、本会の諸規程および施設管理責任者ならびに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとし、盗難傷害等の事故が発生しても、本会および指導者等に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。
（保険の加入）
第１０条　会員は、本会が推奨するスポーツ傷害保険に各自加入しなければならない。
２　本会の活動中の傷害については、スポーツ傷害保険の対象内でのみ対応する。
（規程の改廃）
第１１条　この規程の改廃等については、理事会の議決を得ることとする。
（その他）
第１２条　本規程に定めのない事項および運営上必要な事項は、常任役員会で協議する。

附則
１　この規程は、令和２年３月１４日よりより実施する。
１　この規程は、令和４年３月５日より実施する。
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